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相　談 ～各種相談についての秘密は厳守します。気軽にご相談ください～

相　談 日時・場所 相談員 内　容 申込・問い合わせ先

人権
ホットライン

■時１/18㈫10：00～12：00
　　　　　13：00～15：00
■所電話相談のみ

人権擁護相談員 人権侵害、身の回りの悩み事
■問生活環境課
　☎820－５６０６

消費生活相談
■時毎週月・水曜日、１/４㈫１/11㈫
　10：00～12：00、13：00～16：00
■所生活環境課

消費生活相談員 消費者トラブル
■問熊野町消費生活相談
　窓口（生活環境課内）
　☎820－５６３６

※ 当日、咳や発熱などの体調不良の人や、相談日の２週間前までに外国や感染拡大地域への
訪問歴がある人は来所をお控えください。

〒731-4293　広島県安芸郡熊野町中溝5-17-1
TEL：（082）855-3010 FAX：（082）855-3011
開館時間 10：00～17：00（入館は16：30まで）
URL：http://fude.or.jp
Shopping site：http://kumanofude.com/

◆ご注意◆
　入館時には検温、マスク着用をお願いしています。また、災害や新型コロナウイルス感染の状況により、内容や日程
を予告なく変更することがあります。開催の有無は、来館前にホームページを確認、または電話で問い合わせください。

第23回筆の里ありがとうの
ちょっと大きな絵てがみ大賞
優秀作品展　子どもの部
■時１月４日㈫～29日㈯
　昨年５月から実施した絵てがみ作品公募の優
秀作品を、入れ替えをしながら順次紹介してい
ます。今月は、中学生以下の子どもの部の入賞
作品を展示します。そのうち、奨励賞作品は期
間内に作品入替があり、熊野町内在住者の作品
展示は16日㈰までなので、お間違いのないよう
ご来館ください。
　また、同期間、熊野町内の小学４年生～中学
生が描いた絵てがみ入選作品120点を紹介する
「子どもたちからのありがとう展」も同時開催
します。（作品入替あり。１月８日㈯は表彰式
のため、作品が見られない時間があります）

熊野町内の上位入賞者
▷特別賞
　沖田篤志（第一小３年）
　今田葵子、安井椛（熊野中１年）
　花木紗奈（熊野中３年）
▷優秀賞
　竹土井純希（第四小２年）
　小島優花（第一小３年）
　平川夏菜（第一小４年）
　湯浅珠妃（熊野中１年）
　永谷歩夢、松延純怜、女夫池香乃（熊野中２年）
　鈴木七歩、前西葵緒（東中２年）
　水主村夏凜（熊野中３年）

美文字職人指導による
掛け軸の書き初めに挑戦！

　あらかじめ掛け軸に仕立ててある紙（縦70cm×横35cm）に、
熊野筆で新年の抱負を書いて飾りましょう。１月は特別に、美
文字職人の指導を受けながら体験できます。（練習用紙２枚付き）

■時１月の土日祝日
　（10：00～15：30受付）
　※体験時間は30分程度、そのうち
　　指導は15分間
■定１回２人まで（要予約）
■￥2,000円（要入館料）

◆入館料◆
　大人‥800（600）円、小中高‥250（200）円
　PAL会員、未就学児‥無料
　※（　）は20人以上の団体料金。

ありがとう大賞　湯浅夏妃（熊野中３年）

ありがとう大賞　地岡有成（呉市、年長）
ありがとう大賞

垂門奏佑（海田町、小３）

　熊野町では、男女共同参画社会の実現を目指
し、熊野町男女共同参画プランの作成を進めてい
ます。
　この計画案の内容を公表し、次のとおりパブ
リックコメント（意見募集）を実施します。
■時12月17日㈮～令和４年１月16日㈰
■所熊野町ホームページ、生活環境課、町民会館、
くまの・みらい交流館、熊野東防災交流セン
ター、くまの・こども夢プラザ、町立図書館
▷意見書提出方法‥持参、郵送、FAX、電子メール
※詳細は熊野町ホームページをご覧ください。
■問生活環境課　☎820－５６０６

　１月１日現在で、町内に償却資産を有する法人
および個人は、資産の多少に関わらず、毎年期限
までに償却資産の申告が義務づけられています。
　償却資産申告書を税務住民課に提出してくださ
い。

▷対象となる償却資産
　土地・家屋以外の、事業のために用いる資産。
構築物、機械・装置、船舶、車両および運搬
具、工具・器具・備品など。
ただし、自動車税、軽自動車税の対象となる車
両などは申告対象となりません。

　申告書は12月始めに発送していますので、償
却資産の申告書に同封されている種類別明細書
と、固定資産台帳や減価償却明細書を照合し、申
告漏れや錯誤がないかを今一度ご確認していただ
き提出してください。令和３年中に新たに事業を
始められた人などで申告書が届かない場合は、お
気軽に問い合わせください。

■問税務住民課　☎820－５６０３

　熊野町の筆文化を後世に
残していくために、熊野町
では熊野筆に関する調査を
行っております。調査に当
たり、皆さまがお持ちの資
料を募集します。
■時１月～２月末
　※ 写真や新聞の切り抜きなど、熊野筆に関連す
ることであれば形は問いません。

　※ お預かりした資料は、調査で使用させていただ
き、責任を持ってお返しさせていただきます。

■問産業観光課　☎820－５６０２

　小型特殊自動車は、公道を走行する・走行しな
いに関わらず、軽自動車税の課税対象となりま
す。
　小型特殊自動車をお持ちの人は、原動機付自転
車などと同様に、役場税務住民課で軽自動車税の
申告をし、ナンバープレート（標識）を取得して
いただくようお願いいたします。

■問税務住民課　☎820－５６０３

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

熊野町男女共同参画プラン（第三期）（案）
に対するパブリックコメントの実施

固定資産税の償却資産の
申告期限は１月31日㈪まで

熊野筆に関連する
資料を探しています

小型特殊自動車を
お持ちの人へ

軽自動車税の対象となる小型特殊自動車

要　件 例

農
耕
用

下記の全てを満たす車両
・乗用装置がついている
・最高速度35km／時　未満

トラクター、
田植え機、
コンバインなど

そ
の
他

下記の全てを満たす車両
・最高速度15km／時　以下
・ 長さ4.7m以下、幅1.7m以
下、高さ2.8m以下

フォークリフト、
ショベルローダ、
タイヤローラ

など
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火災件数  0件
救急件数81件

　死傷者  0人
搬送人員72人

※緊急車両の通行に支障となる不法駐車はやめましょう。


